
令和６年度報酬改定の内容
（居宅介護支援・介護予防支援）
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人員配置基準における両立支援への配慮

各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しが行われました。

・「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利
用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度
等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設
ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）
と扱うことを認める。
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【居宅介護支援、介護予防支援】

「書面掲示」規制の見直し

重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護
サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情
報公表システム上）に掲載・公表しなければならないこととなりました。

※１年間（令和７年３月３１日まで）の経過措置あり



居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

特定事業所加算の算定要件について以下の見直しが行われました。

※単位数の変更あり

・多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、
生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している
こと」を要件とするとともに、評価の充実を行う。

・ （主任）介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や
地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務
が可能である旨を明確化する。

・事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削
除する。

・介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえ
た対応を行う。
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【居宅介護支援】



居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できる
ようになることから、以下の見直しが行われました。

・市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上
義務付けることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。

・以下のとおり運営基準の見直しを行う。

ⅰ居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支
援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を
実施することを可能とする。

ⅱまた、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する
場合（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する
指定介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。

・居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間
地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
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【介護予防支援】



他のサービス事業所との連携によるモニタリング

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向
上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニ
タリングを可能とする見直しが行われました。

・利用者の同意を得ること。

・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の
合意を得ていること。

ⅰ利用者の状態が安定していること。

ⅱ利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合も含
む）。

ⅲテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業
者との連携により情報を収集すること。

・少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。
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【居宅介護支援、介護予防支援】



入院時情報連携加算の見直し

入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院
後３日以内又は入院後７日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価し
ているところ、入院当日中又は入院後３日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しが行わ
れました。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定が行われました。

※単位数の変更あり
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【居宅介護支援】

通院時情報連携加算の見直し

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携
を強化した上でケアマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援
専門員の同席に加え、利用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を
同加算の対象とする見直しが行われました。



ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊
重する観点から、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、
当該加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められてい
る医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者を対象とする見直しが行われました。

併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数の要
件についても見直しが行われました。
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【居宅介護支援】



一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入されました。

※対象福祉用具：固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）、多点杖

・ 対象福祉用具を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び
利用者の安全を確保する観点から、基準第13条第５号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定
福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利
用者の選択に資するよう、必要な情報を提供してください。

・対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たっては、利用者へのアセスメ
ントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレン
ス又はサービス担当者会議等の結果を踏まえてください。
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【居宅介護支援、介護予防支援】



業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者につ
いて、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するた
めの委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、
基本報酬が減算されます。
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【居宅介護支援、介護予防支援】

高齢者虐待防止の推進

以下の基準に適合していない場合、基本報酬が減算されます。

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた
めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※１年間（令和７年３月３１日まで）の経過措置あり



身体的拘束等の適正化の推進

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専
門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意
見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことが明確化さ
れました。
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【居宅介護支援、介護予防支援】

ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することが義務付けられました。



公正中立性の確保のための取組の見直し
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【居宅介護支援】

事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることが努力
義務となりました。

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福
祉用具貸与の各サービスの割合

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福
祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合



介護支援専門員１人当たりの取扱件数
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【居宅介護支援】

居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効
率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しが行われました。

・居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に改めるとともに、
居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「40以上60未満」を「45以上60未満」に改
める。

・居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数について、現行
の「45未満」を「50未満」に改め、居宅介護支援費 （Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「45以上
60未満」から「50以上60未満」に改める。

・居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受
ける利用者数については、３分の１を乗じて件数に加えることとする。

※併せて、人員基準も見直されました。



同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
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【居宅介護支援】

介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支
援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利
用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価とな
るよう見直しが行われました。

※所定単位数の95％を算定

対象となる利用者

・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定
居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者

・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住する建
物（上記を除く。）に居住する利用者


